
私立高等学校生徒等奨学給付金給付要綱の一部改正新旧対照表 

改正前 改正後 

私立高等学校生徒等奨学給付金給付要綱 

 

（目的） 

第１条［略］ 

 

（定義） 

第２条［略］ 

(１)～(２)［略］ 

(３) 高校生等 法第３条に定める高等学校等就学支援金

の支給を受ける資格を有する者をいう。ただし、児童福

祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について

（平成11年４月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通

知）による措置費等の支弁対象となる者で、見学旅行費

又は特別育成費（母子生活支援施設の高校生等を除

く。）が措置されている者及び特別支援学校の高等部に

在学する者を除く。 

 

 

 

(４)～(５)［略］ 

 

（給付対象者） 

第３条 ［略］ 

２ 前項第２号に該当しない者のうち、給付を受けようとす

る年度の３月１日までに保護者等の失職等その他やむを得

ない事情により家計が急変し（以下「家計急変」とい

う。）、基準日（基準日以降に家計急変があった場合は、

家計急変のあった日の翌月の１日。ただし、家計急変があ

った日が月の初日の場合は、家計急変があった月の１

日。）において、保護者全員の道府県民税所得割及び市町

村民税所得割が非課税に相当すると認められる者は給付対

象者とする。ただし、基準日以降に家計急変があった者

で、家計急変があった日の翌月の１日（家計急変があった

日が月の初日の場合は、家計急変があった月の１日。）に

生活保護受給世帯である者を除く。 

 

（給付金の給付額等） 

第４条 前条第１項に該当する者の給付金の給付額は、次の

表に定める額とする。 

区   分 
高校生等１人当たり

の給付金の給付額 

（１）［略］ 

保護者等全員

の道府県民税

所得割及び市

町村民税所得

割が非課税で

ある世帯

（(１)の場合

を除く。） 

(２) 通信制以外

の高等学校等に

在学する高校生

等((４)の場合を

除く。) 

年額 103,500円 

(３) 通信制の高

等学校等に在学す

る高校生等 

年額 38,100円 

私立高等学校生徒等奨学給付金給付要綱 

 

（目的） 

第１条［略］ 

 

（定義） 

第２条［略］ 

(１)～(２)［略］ 

(３) 高校生等 法第３条に定める高等学校等就学支援金

の支給を受ける資格を有する者（同条第２項第３号に該

当し支給を受ける資格を有しない者であって、次条第２

項の規定を適用したならば、その保護者等が給付対象者

となる場合にあっては、当該資格を有しない者を含

む。）をいう。ただし、児童福祉法による児童入所施設

措置費等国庫負担金について（平成11年４月30日厚生省

発児第86号厚生事務次官通知）による措置費等の支弁対

象となる者で、見学旅行費又は特別育成費（母子生活支

援施設の高校生等を除く。）が措置されている者及び特

別支援学校の高等部に在学する者を除く。 

(４)～(５)［略］ 

 

（給付対象者） 

第３条 ［略］ 

２ 前項第２号に該当しない者のうち、給付を受けようとす

る年度の３月１日までに保護者等の失職等その他やむを得

ない事情により家計が急変し（以下「家計急変」とい

う。）、基準日（基準日の翌日以降に家計急変があった場

合は、家計急変があった日の翌月の１日。ただし、家計急

変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった月の

１日。）において、保護者全員の道府県民税所得割及び市

町村民税所得割が非課税に相当すると認められる者は給付

対象者とする。ただし、基準日の翌日以降に家計急変があ

った者で、家計急変があった日の翌月の１日（家計急変が

あった日が月の初日の場合は、家計急変があった月の１

日。）に生活保護受給世帯である者を除く。 

 

（給付金の給付額等） 

第４条 前条第１項に該当する者の給付金の給付額は、次の

表に定める額とする。 

区   分 
高校生等１人当たり

の給付金の給付額 

（１）［略］ 

保護者等全員

の道府県民税

所得割及び市

町村民税所得

割が非課税で

ある世帯

（(１)の場合

を除く。） 

(２) 通信制以外

の高等学校等に

在学する高校生

等((４)の場合を

除く。) 

年額 129,600円 

(３) 通信制の高

等学校等に在学す

る高校生等 

年額  50,100円 



(４) 当該世帯に

扶養されている２

人目以降の通信制

以外の高等学校等

に在学する高校生

等及び当該世帯に

扶養されている高

校生等以外に15歳

（中学生を除

く。）以上23歳未

満の扶養されてい

る兄弟姉妹がいる

世帯の通信制以外

の高等学校等に在

学する高校生等 

年額 138,000円 

２ 前条第２項に該当する者の給付金の給付額は、次に掲げ

る区分に応じた額とする。 

(１) 基準日前に家計急変した者 第１項で定める額 

(２) 基準日以降に家計急変した者 第１項で定める額

に、家計急変があった日の翌月（家計急変があった日が

月の初日の場合は、家計急変があった月）から当該年度

の３月までの月数を乗じて、12月で除した額（１円未満

の端数切捨て） 

３ 第１項の表の(２)及び(４)に係る１人目、２人目の順は

生年月日順とする。ただし、通信制の高等学校等に在学す

る高校生等を含む複数の高校生等がいる場合は、通信制の

高校生等は全て第１項の表の(３)の給付額とし、通信制以

外の高等学校等に在学する高校生等は全て第１項の表の

(４)の給付額とする。 

 

４ 前条各項に該当する者（生活保護受給世帯である者を除

く。次項において同じ。）のうち、高校生等がオンライン

学習を行うための通信費を負担しているものに、次に掲げ

る額を第１項及び第２項各号で定める額に加えて給付す

る。 

(１) 前条第１項に該当する者 10,000円 

(２) 前条第２項に該当する者のうち、基準日前に家計急

変があったもの 10,000円 

(３) 前条第２項に該当する者のうち、基準日以降に家計

急変があったもの 家計急変があった日の翌月（家計急

変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった

月）から当該年度の３月までの月数に 1,000 円を乗じた

額 

５ 前条各項に該当する者に、次に掲げる額を第１項及び第

２項各号で定める額に加えて給付する。 

(１) 第１項の表の(２)に該当する者 26,100円 

(２) 第１項の表の(３)又は(４)に該当する者 12,000円 

 

(前倒し給付) 

第５条 ［略］ 

２ 前項の給付を受ける者（生活保護受給世帯である者を除

く。）のうち、高校生等のオンライン学習に係る通信費を

負担しているものに、前項の額に 1,000 円を加えた額を給

(４) 当該世帯に

扶養されている２

人目以降の通信制

以外の高等学校等

に在学する高校生

等及び当該世帯に

扶養されている高

校生等以外に15歳

（中学生を除

く。）以上23歳未

満の扶養されてい

る兄弟姉妹がいる

世帯の通信制以外

の高等学校等に在

学する高校生等 

年額 150,000円 

２ 前条第２項に該当する者の給付金の給付額は、次に掲げ

る区分に応じた額とする。 

(１) 基準日以前に家計急変した者 第１項で定める額 

(２) 基準日の翌日以降に家計急変した者 第１項で定め

る額に、家計急変があった日の翌月（家計急変があった

日が月の初日の場合は、家計急変があった月）から当該

年度の３月までの月数を乗じて、12月で除した額（１円

未満の端数切捨て） 

３ 第１項の表の(２)及び(４)に係る１人目、２人目の順は

生年月日順とする。ただし、通信制の高等学校等又は高等

学校若しくは中等教育学校の後期課程の専攻科に在学する

高校生等を含む複数の高校生等がいる場合は、通信制の高

等学校等に在学する高校生等は全て第１項の表の(３)の給

付額とし、通信制以外の高等学校等に在学する高校生等は

全て第１項の表の(４)の給付額とする。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

(前倒し給付) 

第５条 ［略］ 

（削除） 

 

 



付する。 

３ 第１項の給付を受けた者で、基準日において第３条各項

に該当する場合は、前条第１項又は同条第２項第１号の給

付額に同条第５項の給付額を加えた額（前項の給付を受け

た者は、前条第１項又は同条第２項第１号の給付額に同条

第５項の給付額及び 10,000 円を加えた額）から第１項の

給付額（前項の給付を受けた者は、前項の給付額。以下こ

の項において同じ。）を差し引いた額を給付する。ただ

し、当該給付額を第１項の給付額が上回る場合は、第１項

の給付額を年額とする。 

（新設） 

 

 

 

 

（給付申請及び認定） 

第６条［略］ 

(１)［略］ 

(２) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日前に家計

急変があったもの 当該年度の７月１日から８月 31 日

（やむを得ない理由により申請期間に申請することがで

きない場合は、12月 31日）までの期間 

(３) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日以降に家

計急変があったもの 随時 

(４) ［略］ 

 

第７条～第８条［略］ 

 

（給付金の返還等） 

第９条 給付金は、基準日（第３条第２項の場合において

は、基準日以降に家計急変があった場合は、家計急変のあ

った日の翌月の１日（ただし、家計急変があった日が月の

初日の場合は、家計急変があった月の１日。）及び第５条

第１項の場合においては、当該年度の４月１日。）の状況

により給付するものとし、給付後に世帯状況の変化、高校

生等の休学並びに退学があった場合であっても、知事は保

護者等に給付金の追給及び返還の請求を行わないものとす

る。ただし、偽りその他不正の手段により給付金の給付を

受けたときは全額返還の請求を行うものとする。 

 

（補則） 

第 10条［略］ 

 

附 則［略］ 

 

（新設） 

 

 

 

２ 前項の給付を受けた者で、基準日において第３条各項に

該当する場合は、前条第１項又は同条第２項第１号の給付

額から前項の給付額を差し引いた額を給付する。ただし、

当該給付額を前項の給付額が上回る場合は、前項の給付額

を年額とする。 

 

 

 

 

３ 第１項の給付を受けた者で、基準日の翌日以降に家計急

変し、第３条第２項に該当する場合は、前条第１項に定め

る年額から第１項の給付額を差し引いた額を上限として前

条第２項第２号に定める額を給付する。 

 

（給付申請及び認定） 

第６条［略］ 

(１)［略］ 

(２) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日以前に家

計急変があったもの 当該年度の７月１日から８月31日

（やむを得ない理由により申請期間に申請することがで

きない場合は、12月31日）までの期間 

(３) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日の翌日以降

に家計急変があったもの 随時 

(４) ［略］ 

 

第７条～第８条［略］ 

 

（給付金の返還等） 

第９条 給付金は、基準日（第３条第２項の場合において

は、基準日の翌日以降に家計急変があった場合は、家計急

変のあった日の翌月の１日（ただし、家計急変があった日

が月の初日の場合は、家計急変があった月の１日。）及び

第５条第１項の場合においては、当該年度の４月１日。）

の状況により給付するものとし、給付後に世帯状況の変

化、高校生等の休学並びに退学があった場合であっても、

知事は保護者等に給付金の追給及び返還の請求を行わない

ものとする。ただし、偽りその他不正の手段により給付金

の給付を受けたときは全額返還の請求を行うものとする。 

 

（補則） 

第 10条［略］ 

 

附 則［略］ 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年５月17日から施行し、令和３年 

度分の事業から適用する。 

 

 


